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予防接種法健康被害救済について 

「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き（４.１版）」抜粋 

１．救済制度について 

予防接種後の副反応による健康被害については、極めてまれではあるものの不可避的に生じるもので

あることから、接種に係る過失の有無に関わらず迅速に救済することとしている。新型コロナワクチン

の接種は、予防接種法附則第７条の規定に基づき、同法第６条第１項の予防接種として行われるもので

ある。このことから、同法第15 条の規定に基づき、市町村長は、新型コロナワクチンを接種したこと

により健康被害が生じたと厚生労働大臣が認めた者について、救済給付を行う。また、救済給付に係る

費用は、同法附則第７条第３項の規定により、国が負担する。 
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２．給付の種類 

市町村長が行う給付の種類は以下のとおり。 

給付の種類 請求者 

医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者 

障害児養育年金 

※介護加算 

予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある

18 歳未満の者を養育する者 

障害年金 

※介護加算 

予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある

18 歳以上の者 

死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族 

葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者 

※ 新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害救済給付費負担金 補助率10/10 
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ア．医療費 

（ア）請求者 

予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者。 

（イ）給付内容 

予防接種を受けたことによる疾病について受けた、以下に掲げる医療。ただし、健康保険等の療養に

要する費用の額の算定方法の例による医療に限る。よって、差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適

用外のものは対象外である。ただし、食事療養費標準負担額は給付の対象となる。（平成６年９月９日

健医発第1023 号「健康保険法等の一部を改正する法律等の施行等について」の取扱いのとおり） 

なお、給付を受けることができる疾病名・期間等は認定を受けたものに限るため、それらに変更や追

加があるときは改めて認定を受ける必要がある。 

・診療 

・薬剤又は治療材料の支給 

・医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 

・居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 

・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 

・移送 

（ウ）給付額 

健康保険等による給付の額を除いた自己負担分。ただし、乳幼児医療費助成等の自治体の助成制度に

よる給付があった場合はその額を除いた額とし、現に要した費用の額を超えることはできない。 

特殊医療とは、免疫学的諸検査であって医療保険対象外の医療をいう。 

 

イ．医療手当 

（ア）請求者 

予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者。 

（イ）給付内容 

医療費の支給を受けている者に対し、入院・通院等に必要な諸経費として月単位で支給するもの。保

険や助成金により医療費の請求額が無い場合でも医療を受診していれば請求することができる。 

（ウ）給付額 

予防接種法施行令第11 条に定められている額。なお、医療手当は通院・入院した日の属する年月の

額であることに留意すること。 

（１か月の間に）通院 ３日未満の場合 

３日以上の場合 

入院 ８日未満の場合 

８日以上の場合 

入院と通院がある場合 日数にかかわらない 

各日における通院・入院の日数であるため、同日に複数の医療機関にかかった場合は１日で計上する

こと。また、同日に通院・入院がある場合は入院のみ１日とすること。薬局での薬剤購入は日数に計上

しない。 


